
「国道３号　大窪地区電線共同溝ＰＦＩ事業」実施方針等の訂正について（令和6年9月6日）

令和6年8月19日に公表した「国道３号　大窪地区電線共同溝PFI事業」の実施方針等に関し、以下のとおり訂正する。

No 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 訂正前 訂正後

1 実施方針 13 第2章 5 (3)ウ(ウ) 設計企業の参加資格要件

(ウ) 外国資格を有する技術者（わが国及びWTO政府調達協定締約国その他
建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限
る。）については、あらかじめ技術士相応又はRCCM相当との旧建設大臣認
定（建設経済局建設振興課）または国土交通大臣認定（総合政策局建設振
興課又は不動産・建設経済局建設市場整備課）を受けている必要がある。
なお、参加表明書等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参
加表明書等を提出することができるが、この場合、参加表明書等提出時に
当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名されるため
には競争参加資格確認結果の通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写
しを提出しなければならない。
参加表明書等の提案内容に記載した配置予定技術者の配置ができなくなっ
た場合は、第二次審査提出書類の提出前においては、以降の手続きに参加
をしないもしくは直ちに辞退を行うこと。また、落札者決定までの期間に
おいては、直ちにその旨を今後入札説明書で規定する担当部局まで通知す
ること。万一これらの行為を行わずに入札した者に対しては、指名停止措
置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(ウ) 外国資格を有する技術者（わが国及びWTO政府調達協定締約国その他
建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限
る。）については、あらかじめ技術士相応又はRCCM相当との旧建設大臣認
定（建設経済局建設振興課）または国土交通大臣認定（総合政策局建設振
興課又は不動産・建設経済局建設市場整備課）を受けている必要がある。
なお、参加表明書等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参
加表明書等を提出することができるが、この場合、参加表明書等提出時に
当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名されるため
には競争参加資格確認結果の通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写
しを提出しなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　（削除）
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